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ふるさと納税の対象団体の指定に係る関係条文（現行条文）

（寄附金税額控除）

第三十七条の二 略

２ 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金（以

下この条において「第一号寄附金」という。）であつて、都道府県

等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大

臣が定める基準（都道府県等が返礼品等（都道府県等が第一号寄附

金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物

品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものを

いう。以下この項において同じ。）を提供する場合には、当該基準

及び次に掲げる基準）に適合する都道府県等として総務大臣が指定

するものに対するものをいう。

一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品

等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより

算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄

附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。

二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内にお

いて生産された物品又は提供される役務その他これらに類するも

のであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

６ 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれ

かに適合しなくなつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、

若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

全ての地方団体に対する基準

返礼品の送付を行う地方団体
に対する追加の基準

返礼品は返礼割合

３割以下とすること

返礼品は地場産品

とすること

ふるさと納税の募集を
適正に実施すること

基準①

基準②

基準③
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○ これまで複数件の指定取消事案が生じていることを踏まえ、制度の適正な運用を図る観点から、
２年前の基準不適合等にまで遡って取消事由とすることを可能とする。

ふるさと納税における前指定対象期間に係る基準不適合等への対応（案）

【現行制度】 現指定対象期間内の基準不適合・虚偽報告等を理由に指定取消し

【改正案】 取消し前２年間における基準不適合・虚偽報告等を取消事由とできるようにする

同一の指定対象期間における
基準不適合等を理由とした
指定の取消しが可能取消不可
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×

前の指定対象期間における

基準不適合等を理由とした
指定の取消しはできない

指定対象期間（10月１日～翌９月30日）
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最大２年前の基準不適合等を
理由とした指定の取消しが可能
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※ 地方団体が令和５年４月１日以後に基準に適合しなかった場合等について適用。
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３

地方税法（改正案）

○ 地方税法（昭和25年法律第226号）

（寄附金税額控除）
第三十七条の二 略
２ 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金（以下この条において「第一号寄附金」という。）であつて、
第一号、第四号及び第五号に掲げる基準（都道府県等が返礼品等（都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一
号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下こ
の項において同じ。）を提供する場合には、次に掲げる基準）に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対
するものをいう。
一 都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであ

ること。
二 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定め

るところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金
額以下であること。

三 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他こ
れらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

四 都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内（当該都道府県等がこの項の規
定による指定（以下この条において「指定」という。）を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。）におい
て前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。

五 特定期間において行われた第五項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告
をしたことがないこと。

３～５ 略
６ 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた若しくは適合していなかつ
たと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

７～14 略

〇 法律上は、ふるさと納税の指定要件に、「指定前１年以内に基準に適合していたこと」を追加す
る改正を行うことにより、結果として、最大２年前の基準不適合について取消事由としうることとな
る。

※傍線：今回改正部分



４

令和５年度法律改正における経過措置

○ （参考）地方税法（昭和25年法律第226号） ※上記附則第４条第２項による読替後

（寄附金税額控除）
第三十七条の二 略
２ 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金（以下この条において「第一号寄附金」という。）であつて、
第一号、第四号及び第五号に掲げる基準（都道府県等が返礼品等（都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一
号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下こ
の項において同じ。）を提供する場合には、次に掲げる基準）に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対
するものをいう。
一～三 略
四 都道府県等が令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間（当該

都道府県等がこの項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）を受けていた期間に限る。次号において
「特定期間」という。）において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。

五 特定期間において行われた第五項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告を
したことがないこと。

３～14 略

○ 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 号）

附 則

（道府県民税に関する経過措置）
第四条 略
２ 施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三十七条の二第二項の規定による指定に係る同項
の規定の適用については、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるの
は、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。

３～８ 略



５

地方税法施行規則（改正案）

○ 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）

（法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等）
第一条の十六 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定（以下この条及び次条において
「指定」という。）を受けようとする都道府県、市町村又は特別区（以下この条及び次条において「都道府県等」という。）は、指定
対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第
三項に規定する申出書及び書類（以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。）を総務大臣に（市町村又
は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に）提出するものとする。

２ 略
３ 指定を受けていない都道府県等（前項の指定対象期間において既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等
及び法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等を除く。）は、第一
項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出
書等を総務大臣に（市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に）提出することができる。

４ 法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等（既にこの項の規定
により申出書等を提出した都道府県等を除く。）は、第一項の規定にかかわらず、当該取消しの日から起算して二年を経過す
る日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に（市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由し
て総務大臣に）提出することができる。

５ 前二項の規定により申出書等を提出した都道府県等が指定を受ける場合における指定対象期間は、当該指定をした旨の法
第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定による告示をした日から第二項の指定対象期間の末日までの
期間とする。

※ その他、法律改正に伴う条項ずれの手当あり。

※傍線：今回改正部分



６

基準告示（改正案）

○ 特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件（平成31年総務省告示第179号）

（募集の適正な実施に係る基準）
第二条 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、次の
各号のいずれにも該当することとする。
一 略
二 地方税法施行規則（昭和二十九年総理府令第二十三号）第一条の十六第二項に規定する指定対象期間（同条第三項
又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した
地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六第五項に規定する指定対象期間）において第一号寄附金の募集に
要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する
金額以下であること。

（返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法）
第四条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の規定により総務大臣が定める返礼品等の
調達に要する費用の額の算定は、次の各号に定めるところによるものとする。
一及び二 略

（法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基準）
第五条 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣が定める基準は、地方
団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの（当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換さ
せるために提供するものを含む。）であることとする。
一～九 略

※傍線：今回改正部分


